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発行：高槻・五領の環境と子どもの未来を守る会 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

これは、高槻市防災講演会で得た豆知識です。 

 

教訓に関して 

○ 過去の教訓を正しく知っておく事が大切 

○ 教訓は借りることが出来ない 

○ 自分の頭で紡ぎだす必要がある 

 

そして、事実 

○ 避難所で飢え死にした人はいない。 

○ 体調を崩して死亡した人は多数存在する。 

 

具体的に（体調管理に重要） 

○ 歯磨き粉、歯ブラシを携行する 

 

口のケアが出来ないと、体調を崩しやすい。 

歯磨き粉、歯ブラシは、備品とされている場合

があるが、携行品と考えたほうが良い。 

 

些細と思える事が大切な例。 

防災 豆知識 ③ 

守る会 News 
平成 30(2018)年 12月 22日 第 17号  

記事紹介 ： ☆環境測定＆一般環境大気測定局（梶原局）について   
    ☆携帯基地局建設に周辺住民の同意を！要望書提出  ☆防災 豆知識  

高槻・五領の環境と 
  子どもの未来を 

五領地区 環境測定 第２回 
ＮＯ２測定サンプリングを実施  ４３か所 

       参加人員     ２７名 
 １２月 7日 １８時～8日 １８時まで 
 
 第２回、五領地区二酸化窒素測定サンプリングを
１２月７日１８時より８日１８時の２４時間に実
施、五領地区４３カ所にサンプリング管を２７名の
協力のもと取付・回収しました。 
 
 
梶原局（一般環境大気測定局）について 
 
  大阪府の大気環境常時監視テレメータシステ
ムに於いて、高槻市では４ヵ所に監視システムが設
けられています。そのうちの１局が、今年４月に緑
町から梶原１丁目に変更されております。 
 この件に関し、一住民の方が高槻市に対し、その
いきさつに関して質問を出され、高槻市より回答を
得ております。 
 次ページにその全文を掲載しております。 
 
梶原局 梶原１丁目 かえで公園内（畑山神社横） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

携帯基地局建設に周辺住民の合意を！ 
 携帯基地局建設に周辺住民の合意を必要とする市の条例

の制定に向けて、高槻市長と市議会宛てに、９４１筆の署

名を添えて、１１月末に要望書が提出されました。 
 提出したのは、NTT基地局問題専門委員会、その構成は、
花梨苑・日吉台七番町・成合北の町北・阪急弥生が丘住宅・

弥生が丘・有志の会です。 
 同地区では、独自に地域の電磁波を測定され、地域の電

磁波が欧州の屋内警告値を超えて非常に強くなっている実

態も報告されています。 
 詳細は、来月号に掲載予定。 
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  解説：自排局とは ： 自動車排出ガス測定局の事で、大気汚染防止のための資料を得るために設置されています。 

               関係する環境省のホームページ ： http://soramame.taiki.go.jp/Index.php 
 
 
 
 
 
 
 

編集部 ： ニ酸化窒素、第２回測定は予定通り実施、カプ
セルも回収されデータ計測も終了しました。
サンプリング管取付は雨中の作業となりま
した。皆様、お疲れ様で御座いました。 
「守る会」定例会は、毎月、第 4 土曜日  
１６：００～１８：００、上牧公民館 
（上牧町本澄寺前）で開催しております。 

連絡は、事務局村井（masa569@tcn.zaq.ne.jp） 迄                                

発行 ： 高槻・五領の環境と子どもの未来を守る会     
 代表  ： 上田 博夫 

  住所  ： 〒569-0003 大阪府高槻市上牧町 
１丁目 3-17 上牧公民館内      

  電話番号： 070-3300-7149 

ホームページ ： https://takatsukigoryo-mamorukai.jimdo.com 

 梶原局（一般環境大気測定局）について 
 

今年３月より、環境監視の為梶原測定局が、梶原１丁目“かえで公園”内に設置されました。住民の方が、
この梶原測定局について高槻市産業環境部環境保全課に質問をされました。回答を得られましたので以下
に全文を紹介いたします。 
 
以下、質問と高槻市よりの回答  （太字は編集者が作成加工したものです。） 
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ご質問のありました件について、以下のとおり回答させていただきます。 
 
１．緑が丘局が閉局され、かわりだと思うのですが、梶原測定局が設置された理由をお知らせください。

市内にジャンクションができ、環境監視がより必要である観点から言えば、移設移動ではなく増強が必
要と思うのですが。 

 
（回答） 

緑が丘局については、平成 10 年に現名神高速道路の拡幅工事による環境への影響を把握するため測定
を開始しましたが、環境基準を達成していることや新名神高速道路の供用開始に伴い交通量の減少が見込
まれることから、その役割を一定達成したと判断し、平成 30 年 3 月に廃止しました。 

また、梶原地区については、新名神高速道路及び高槻東道路の供用開始にあたり、既存道路を含め幹線
道路で四方を囲われ、大気環境の変化が予測される地区であることから、大気常時監視局を新たに設置し、
平成 30年 4月より測定を開始しました。 

このように、局を移設したのではなく、各局の役割を勘案した結果として廃止と新設を同じ時期に行な
ったものです。 
 
２．緑が丘測定局は自排局であったにもかかわらず、梶原測定局は一般局ですがなぜ自排局ではないので

すか。理由をお知らせください。 
 
（回答） 
梶原局は新名神高速道路及び高槻東道路の供用開始に伴う自動車排気ガス等による大気環境の変化を把

握することを目的として設置しており、その目的は自排局と同様です。 
しかし、通常の自排局のように道路近傍には設置しておりませんので、一般局として位置付けています。

尚、梶原局の測定項目としては、次項に示すとおり、自動車排気ガスに着目した項目としています。 
 
３．緑が丘自排局もそうだったのですが、梶原局は名神高速に近接した場所で、汚染度も高く、高止まり

が続いています。この状況からすれば測定項目に遜色があると思うのですが、どのような基準で項目設
定されたのか、お知らせください。 

 
（回答） 
梶原局の測定項目については、自動車排ガスの影響を受けると考えられる窒素酸化物、浮遊粒子状物質、

一酸化炭素を設定しています。尚、これは地元や関係機関と協議の結果を踏まえ決定しております。 
 
以上よろしくお願いいたします。 
*************************** 
高槻市産業環境部環境保全課 
TEL 072-674-7486 
FAX 072-661-3198 
*************************** 
産業環境部環境保全課 kankyouh-82@city.takatsuki.osaka.jp 
 


